平成１９年（行ウ）第６４８号　開発許可処分差止等請求事件

平成２０年（行ウ）第１０５号、１１８号　訴えの追加的併合申立事件

原告　　氏名省略　ほか

被告　　渋谷区、東京都

第１９準備書面（その２）

被告渋谷区および被告東京都に対する求釈明

２００９年７月８日

東京地方裁判所民事第３８部Ａ１係　御中

原告ら訴訟代理人　弁護士　斉藤　驍　外

はじめに

　被告渋谷区および被告東京都は、我々の第１８準備書面における求釈明に対し充分答えるべきところ、今回の渋谷区準備書面（７）、東京都準備書面（６）は、すでに述べたとおり、開発事前相談が開始された平成１９年３月より２年以上前からそれぞれ事業者側と折衝協議し、樹林指定解除、開発許可の対象とすべき計画からの除外認定、建築制限の緩和の合意等に至ったことは認めたものの、その余の重大な事実である事前相談開始以降の肝心な点について答えていないので、改めて両者に対し以下のとおり釈明を求める。

第１　被告渋谷区に対する求釈明

　渋谷区は「一般的な事務の流れからいえば、事業者が事前相談書を作成するまでの間に許可基準の取扱いや考え方・・・担当窓口において問い合わせを行い・・・開発計画の内容を詰めていくのが通常であるから、本件においても事前に何らかの問い合わせがあったものと考えられる。しかし、問い合わせも頻繁になされ、逐一記録を残していないため、その問い合わせの日時、内容等を確定することは不可能である。」（渋谷区準備書面（７）第１の１、以下項目だけを記す）と述べる。

　渋谷区が自認するとおり、窓口相談において許可基準の取扱いや考え方を行政と相談し、打合せをして開発計画の内容を詰めていくのが通常であるから、本件開発の場合もそうであるに違いないことはいうまでもない。

　しかも、広尾地区のみならず少なくとも渋谷区における羽澤ガーデンの緑と文化の価値の顕著な高さを了知していたはずの渋谷区にとって、羽澤ガーデンの建物を取り壊し指定樹林のほとんどを失わせるようなマンション開発について、担当部の都市整備部、環境清掃部が格別の関心を払うことは当然であり、一般のマンション開発と同様に取扱うことは考えられない。これを保全する方向で認識を持つ職員もいたはずである。渋谷区は区長、都市整備部、環境清掃部等関係職員による羽澤ガーデン開発事業者に対する対応を検討、討議する場を設けてしかるべき問題である。また、逐一記録を残していなくとも、重要なものは残されているはずであり、担当した職員も鮮明に記憶しているはずであるから、相談の内容、開発計画の内容が詰められていくプロセスの重要な問題について答えられないはずがないことは明白である。「文書等が残されていない」ことはこれ自体不自然極まりなく、空虚な口実というほかない。

　そこで、以下の点について釈明を求める。

１　事業者の窓口は誰で、渋谷区の窓口を主宰した者は誰か。都市整備部長ではなかったのか。

　　また、区長はこれに関与したか（了知していたかどうかを含めて答えられたい）。

２(1) 羽澤ガーデンの文化的意義について、渋谷区としていかなる検討、検証を行ったか。したとすれば、この内容を事業者側に伝えたか。

　(2) 羽澤ガーデンのみどりの意義について、渋谷区みどりの調査（平成４年）等各種の調査、樹林指定に関する台帳その他の資料等について、いかなる検討をしたのか。

３　羽澤ガーデンが樹林として指定されたのは平成７年であるが、それ以降、羽澤ガーデンを公用で訪問した職員はいるか。いるとすれば、その目的、時期、所属部署（課長以上であればその氏名）、人員をそれぞれ明らかにして答えられたい。

４(1) そもそも、事業者側の開発計画の存在を渋谷区が知ったのはいつ、いかなる機会において、いかなる者が知ったのか。

　(2) 最初の窓口相談は平成１７年９月より前の時期ではなかったのか。それはいつであったのか。

　(3) 上記(1)の時期はこの時期より前ではないのか。

５(1) 平成１７年の樹林指定解除をするに際し、環境清掃部環境保健課は事前に都市整備部と協議したか。区長は了承していたのか。

　　　逆に、都市整備部あるいは区長の方から、樹林指定解除の指示があったのではないか。

　(2) 羽澤ガーデン支配人林弘作成の文書（甲２２の２）における「権利が移転します」という文脈は「土地建物を（所有者に）返却いたします」に続くものであり、所有者である㈱日山に管理権が戻るという趣旨であることは歴然としている。

　　　にもかかわらず、羽澤ガーデンの所有権が移転したかのように台帳に虚偽の記載をしてまで、なぜ樹林指定解除をしたのかと問うたのであって、今回の渋谷区準備書面（７）は回答にならず、すり替えて逃げようとするものである。

　　　大事なことであるから、指定解除の理由を明確に示されたい。

６(1) ２年余の窓口相談で詰められた計画内容が、乙３の開発許可事前相談書及び添付資料一式であるのか。添付資料のひとつひとつについて、窓口相談における渋谷区および東京都との合意形成過程について釈明を求めるべきであるが、同資料には特定すべき番号が付されていない。渋谷区はすみやかに番号を付されたい。

　　　なさないのであれば、原告で番号を付して特定した上で求釈明を行う。ただし、今回は開発許可の事前相談書（以下「相談書」という）に絞って求釈明を行う。

　(2) 相談書には用途地域が第１種低層住居専用地域と明記されている。人が居住するには最適の環境といわれた第１種低層住居専用地域は、現在渋谷区に何箇所あるのか。具体的に渋谷区全体に占める面積の割合を含めて具体的に明らかにされたい。

　(3) 相談書には予定建築物の高さが記載されていない。同じ頃、東京都の中高層建築物紛争予防条例により事業者側が立てた標識によれば「最高１７メートル、地上３階・地下３階」と記されている。予定建築物を特定するのに必要なこのことがなぜ記されていないのか。このことを含めて開発計画が詰められていたのではないか。

　(4) いうまでもなく、都市計画法等の開発許可と建築確認等の建築基準法関連法令とは一対の関係である。

　　　窓口相談の段階において、東京都と連絡、協議または打合せを行ったか。その内容、時期等を具体的に明らかにされたい。

　(5) 開発行為は、用途地域指定・容積率・建ぺい率等の都市計画制限に適合しなければ許可することはできないのが大原則である。

　　　ところが、相談書の予定建築物の延べ面積は２万１５００平方メートルであるのに対し、建築物用地は８５２７．３０平方メートルとされている。延べ面積は用地面積の２．５倍に近いのである。しかしこの地域の容積率は、相談書が明記するとおり１５０パーセントであり、予定建築物の延べ面積はこれを１００パーセント近く上回っている。容積率違反であることは一見明白というべきである。

このような違法建物を建築する開発計画に対し、いかなる理由で渋谷区は同意したのか。

また、原告橘ら近隣住民に対し、この点についていかなる説明を本訴前にしていたのか。

　(6) 羽澤ガーデンが存在する広尾地域は第１種低層住居専用地域であり、麻布・六本木と隣接する都心であるが、都心３区（千代田・中央・港）にそれぞれ第１種低層住居専用地域が存在するか。存在するとすれば具体的にこれを特定されたい。

　(7) このような希少価値を持つ広尾の第１種低層住居専用地域の環境と景観、さらには歴史及び羽澤ガーデンの歴史と文化について、このような相談書が詰められる過程で、どのように渋谷区は考慮したのか。その事項を具体的に挙げて回答されたい。

７(1) 現在進められている第二次事前相談の起点になったと渋谷区が述べるラフスケッチ（乙５）の提出時期について、渋谷区は「平成２１年２月頃である」（５項(2)）とするが、これを客観的に確認できる証拠はあるのか。あるとすれば提出されたい。

　(2) 「数値が記載されているのは道路幅員のみであり、緑地については具体的数値の記載はないから、数値をあげた説明は不可能である」（６項(1)）と渋谷区が自認せざるを得ないようなラフスケッチを見て、なぜ渋谷区長はこれでよいとして、開発に向けて第二次事前相談を再開したのか。その理由を明確にされたい。

　(3) 「平成１９年５月１６日の㈱日山との面談における区長の発言は、区が土地を購入したいという趣旨のものではない」（６項(4)）というが、それならばいかなる趣旨であるかを明確にするとともに、いかなる発言をしたのか、具体的に明らかにされたい。

７　我々は、第１８準備書面７項(3)において、羽澤ガーデンの文化財としての価値や保存の可能性について、所有者、被告東京都、国その他関係機関に働きかけて検討する責務があるのではと問うたが、渋谷区は「釈明しない」とまで述べている。

　　言い訳や誤魔化しにすぎないものであったとしても、ともかく回答してきた渋谷区にしては異例の対応である。「釈明しない」というのは「釈明できない」ということではないのか。

　　羽澤ガーデンの所有者であり本件事業者である㈱日山の代表取締役村上紀通は、原告ら近隣住民に対して「平成１２年頃・・・建物内部に格段の模様替えがなされ、今までの日本料亭としての格式、風格、体裁は完全に消えております。（建物は）朽廃に近づきつつあります」（甲２８の１）等虚偽の事実を述べて、羽澤ガーデンの文化が今では全く喪失しているかのように説明していた。しかし羽澤ガーデンが閉鎖されて満３年以上を経過した本年３月３日、文化人・専門家等で構成される「羽澤ガーデンの文化財と景観を守る会」から建物と庭の公開を求められたところ、これを拒否している。仮に村上の言う通り建物が朽廃し文化財の価値が本当に無くなっているのであれば、彼は喜んで応じたことであろう。

村上のかかる虚構は、渋谷区もまた作出してはいないのか。このような「建物と庭の文化性の喪失」という情報を東京都や国、その他の関係機関に伝え、羽澤ガーデンに対する誤解を演出してはいないか、明確にされたい。

８　「地域の要望は『自然をなるべく残す』というものと理解した。」「住民の要望は事業者側に伝えている。しかし、事業者が開発計画存続を考えており、建物の保存は困難と考えている」（(5)①、③）と渋谷区は述べている。

　　この２つを対比するだけで、住民の要望がなんであったかが明らかになる。

羽澤ガーデンの建物と庭を一体として保全するというのが住民の要望だったのである。この正当かつ切実な要望に応えることがなぜ困難なのか。

９　渋谷区はラフスケッチについて「平成１９年９月５日の仲介の話合いでの住民要望に対応したものである」（６項(4)）とまで述べる。

　　これでは語るに落ちたという他はない。大事なことは、上記９月５日の話し合いなるものの内容を著しく歪曲しているところである。

　　渋谷区役所６階都市整備会議室で行われた上記渋谷区の仲裁の場に出席した事業者三菱地所らは、行き届いた説明会の開催や設計変更等という住民側の要望をことごとく斥けたのではなかったか。

　　また、同席した渋谷区の濱出（はまで）都市整備部長は「工事協定書がないまま作業が進むことになる。訴訟を起こしても費用がかかるし、渋谷区も訴訟を考慮して法令を精査して許可を出す。（住民側の）勝訴は難しい。説明会を３回阻止したのは住民側の不利であり、訴えられることがある」等と発言して、住民側を怯ませようとしたのではなかったか。

　　この日の仲介の内容を具体的に明らかにされたい。

第２　被告東京都に対する求釈明

１　平成１８年度から平成２０年度にかけて、東京都は近代和風建築総合調査をしているが、その第一次調査リストに羽澤ガーデンが載せられている。これは、本件においてすでに提出されているこの種の調査結果からして当然のことである。羽澤ガーデンは東京都における有数の近代和風建築の文化財であることはつとに知られているから、この建物と庭を取り潰してマンション開発をするということは、東京都にとっても大きな問題だったはずである。

そしてこれに関連する部局等は、環境局・都市整備局・教育委員会等があるが、これらの幹部もしくは職員がこれに関心を抱かないことは考えられず、事業者側と協議、打合せをした日時や事項等はよく覚えているはずである。また、何の記録もとらずに協議・応答することも考えられない。

　(1) 事業者側が東京都に最初に接触したのは東京都のどの機関か、また、何時、いかなる事項について接触してきたのか、知事まで含めて答えられたい。

　(2) 事業者側が接触したのは環境局、都市整備局の他に存在するか。あるとすれば、いかなる機関・部局か、その者の役職等を特定して明らかにされたい。

２　平成１９年６月に事業者側が現地に設置した標識には「地上３階・地下３階、敷地面積８５２４．７２平方メートル、建築面積４２６０平方メートル、延べ面積２万１５００平方メートル、高さ１７メートル」等と記されている。

　　この標識に記された建築計画は、東京都が事前相談もしくはこれに準じるものにおいて承認されていなければ公表できないものである。

　　羽澤ガーデンは、第１で充分述べたとおり、第１種低層住居専用地域であるから、高さ、容積率の点だけとっても、都市計画法等、建築基準法等の原則に反するものである。このようなものを、いつ、なぜ承認したのか。またこの際、羽澤ガーデンのみどりと文化、広尾地区の街並みの特長、都心３区には第１種低層住居専用地域は存在しなくなっていること等、都市計画、都市環境の問題点をどのように考慮していたのか。考慮していたとすれば、その事項を具体的に示されたい。

また、その余の建築制限の規制緩和等、本件の開発建築を可能にするために便宜供与した時期、内容、責任者の氏名を具体的かつ明確に答えられたい。

３　東京都は、上記１で述べたとおり、近代和風建築総合調査において第二次調査のリストから羽澤ガーデンを削除したか。したとすれば、いつ、なぜ削除したのか。

４　また、第１で述べた事業者㈱日山の言い分をそのままに、平成１２年の「著しい改装」等により羽澤ガーデンが文化的価値をほとんど失ったかのような虚偽の報告あるいは情報を、国その他関係組織に流布したことがあるか。

　　あるとすれば、いつ、誰が、なぜ行ったのか。

５　第１の渋谷区に対する求釈明の中で、東京都に関連する事項について、具体的かつ明確に答えられたい。

以　上
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